
●対象者：自治会、老人クラブ、ふれあいサロン、民生委員・児童委員、
介護関係者、放課後児童クラブ、小中学校、高校 など

●開催日時：希望の日時（土日も可）

●申込方法：希望日の２週間前までに、申込書（裏面）に必要事項を
ご記入の上、近江八幡市消費生活センターにご提出ください。

講座の一例

【問い合わせ先】

近江八幡市消費生活センター（人権・市民生活課内）

TEL：0748-36-5566 FAX：0748-36-5882
E-mail：shohi@city.omihachiman.lg.jp

悪質商法等に関する寸劇
（クレジットカード詐欺、訪問買取、通信販売等)

市内の相談事例の紹介

講座内容はお気軽にご相談ください！
お申し込みお待ちしています！



別記様式第１号（第７条関係） 

消費者教育出前講座申込書 

  年  月  日 

近江八幡市消費生活センター長 宛 

団体名               

代表者               

（担当者）             

電話番号              

ＦＡＸ               

次のとおり消費者教育出前講座の受講を希望します。 

希 望 事 項 

希望日時 第１希望  年  月  日（  曜日）  ：  ～  ： 

第２希望  年  月  日（  曜日）  ：  ～  ： 

会 場 施設の名称             （  階・   会議室） 

場所 近江八幡市      町             

電話              

参加対象者 

（予定人数） 

参加予定者（    名） 参加内訳（男  名 ・ 女  名） 

年代構成（  歳代～  歳代） 

講座の内容 

（希望する番号

に○をつけて 

ください。） 

１．消費生活センター相談員又は職員による講座を希望 

２．登録講師による講座を希望 

３．上記（１及び２）の同時開催を希望 

その他 □ プロジェクター 有・無  □ スクリーン又はＴＶ 有・無 

□ 駐車場 有（駐車可能  台）・無 

＊出前講座に対する謝礼等は一切お断りしております 

 

近江八幡市消費生活センター（市役所１階 人権・市民生活課内） 

0748-36-5566 0748-36-5882 


